
浜松市公告第３５９号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により、次の

土地改良区の土地改良事業計画の変更に係る申請を適当とする旨の決定をしたので、同法第48条第９項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定に基づき公告し、次のとおり土地改良事業計画書（維持管理計画書）

の写しを縦覧に供する。 

なお、この計画については、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定に基づき、縦覧

期間満了の日の翌日から起算して15日以内に浜松市長に異議の申出をすることができる。 

令和８年６月１日 

浜松市長 中野 祐介 

土地改良区名 

事 業 名  

地 区 名  

縦 覧 場 所       縦 覧 期 間           

浜松土地改良区 

維持管理事業 

浜松市 

浜松市産業部農地整備課 

浜松市ホームページ 

令和８年６月１日から 

 

令和８年６月25日まで 

※浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/houmu/kouji20260109.html） 

 浜松市産業部農地整備課における縦覧にあっては、閉庁日及び執務時間外を除く。 

 

 

 

  担当部署及び問い合わせ先 

〒４３０－８６５２ 浜松市中央区元城町１０３番地の２ 

浜松市産業部農地整備課（浜松市役所本庁舎６階）  

電話 ０５３－４５７－２３１５ 

メールアドレス nouseibi@city.hamamatsu.shizuoka.jp  
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